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第 回未来戦略創出会議4
令和 年 月 日4 9 1
４－４－１

令和４年第３回豊島区議会定例会提出予定案件

１ 令和３年度豊島区一般会計歳入歳出決算の認定について

２ 令和３年度豊島区国民健康保険事業会計歳入歳出決算の

認定について

令和３年度豊島区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算３

の認定について

４ 令和３年度豊島区介護保険事業会計歳入歳出決算の認定

について
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５ 国民健康保険料の滞納処分に係る審査請求について

(１) 内容＝①審査請求の年月日 令和４年４月１９日

②審査請求の内容

豊島区長が令和４年４月８日付けで審査請

求人に対して行った、国民健康保険料の滞

納に伴う給料等債権差押処分を取り消すと

の裁決を求める。

③裁決の内容 本件審査請求を却下する。

④裁決の理由

本件審査請求は、東京都国民健康保険審査

会に申し立てるべきものであり、本件審査

請求が不適法のため。

⑤裁決の年月日 令和４年６月１４日

(２) 根拠＝地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の３第９項に基づき、同条第３項に規定す

る法律で定める歳入に関する滞納処分について

の審査請求を豊島区長が却下したときは、議会

に報告する義務があるため。

６ 令和３年度決算における健全化判断比率の報告について

７ 豊島区手数料条例の一部を改正する条例 ※中間議決

(１) 改正内容＝①既存住宅における長期優良住宅の認定等

の申請に係る手数料を定める。

②項ずれを改める。

(２) 改正理由＝①長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８７号）の一部改正

に伴い、所要の改正を行うため。

②建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

の一部改正に伴い、規定の整備を図るため。

(３) 施行期日＝①令和４年１０月１日、②公布の日
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８ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（人事委員会の意見聴取案件）※中間議決

(１) 改正内容＝①非常勤職員の子の出生の日から５７日間

以内の育児休業の取得要件を緩和する。

②子が１歳以降の非常勤職員の育児休業に

ついて柔軟な取得を可能にする。

③その他育児休業の取得について所要の改

正を行う。

(２) 改正理由＝地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）の一部改正に伴い、

所要の改正を行うため。

（ 、 ）(３) 施行期日＝令和４年１０月１日 準備行為は 公布の日

９ 豊島区保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例

(１) 改正内容＝長崎健康相談所の位置を変更する。

(２) 改正理由＝改築工事竣工に伴い、現在の仮施設から新

施設へ移転するため。

(３) 施行期日＝令和５年１月３０日

１０ 豊島区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例

(１) 改正内容＝子どもの医療費助成について、対象を高校

生等までに拡大する。

(２) 改正理由＝中学３年生までの医療費助成と同様に、高

校生等においても医療費を無償化するため。

(３) 施行期日＝令和５年４月１日
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１１ 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例（仮称 （人事委員会の意見聴取）

案件）

(１) 改正内容＝①定年の段階的引上げ、役職定年制及び定

年前再任用短時間勤務制の導入並びに定

年引上げ期間中の経過措置として再任用

制度の存置等を定める（関係条例ア 。）

②６１歳以降の給料月額の７割措置等を定

める（関係条例イ・ウ 。）

③給料月額が７割とされた場合に不利とな

らないための措置及び６０歳に達した日

以降の普通退職の支給率を定年退職と同

等とする措置等を定める（関係条例エ 。）

④給料月額の７割措置に伴う減給額の上限

を定める（関係条例キ 。）

⑤その他定年の引上げに伴い、所要の改正

（ ）。を行う 関係条例オ・カ・ク・ケ・コ・サ

(２) 改正理由＝地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

等の一部改正に伴い、定年の段階的引上げ、

役職定年制及び定年前再任用短時間勤務制

、 、の導入等について 関係条例の一部の改正し

所要の改正を行うため。

(３) 施行期日＝①令和５年４月１日

②公布の日（関係条例ア及びエの一部並び

に関係条例イのうち職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例に係る部分）

(４) 関係条例＝

ア 職員の定年等に関する条例

イ 職員の給与に関する条例 ※職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例を含む。

ウ 幼稚園教育職員の給与に関する条例
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エ 職員の退職手当に関する条例

オ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

カ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例

キ 職員の懲戒に関する条例

ク 職員の育児休業等に関する条例 ※改正理由が異な

るため、別途改正あり。

ケ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

コ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例

サ 豊島区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(５) 附則で職員の再任用に関する条例を廃止する。

① 廃止理由＝定年の引上げに伴い、現行の再任用制度を

廃止するため。

② 施行期日＝令和５年４月１日
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１２ 豊島区児童相談所設置条例（仮称）

(１) 制定内容＝豊島区児童相談所の名称、位置及び所管区

域を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所を設置するため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

(４) 附則で次に掲げる条例の一部を改正する。

①豊島区組織条例

ア 改正内容＝子ども家庭部の分掌事務に、児童相談所

に関することを加える。

イ 改正理由＝児童相談所の設置に伴い、所要の改正を

行うため。

ウ 施行期日＝令和５年２月１日

②豊島区立保育所条例

ア 改正内容＝保育所の設置根拠を児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第３５条第３項か

ら同条第２項に改める。

イ 改正理由＝児童相談所の設置に伴い、児童福祉法に

おける保育所設置主体が市町村から児童

相談所設置市となり、児童福祉法の引用

条項について、規定の整備を図るため。

ウ 施行期日＝令和５年２月１日
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１３ 豊島区児童福祉審議会条例（仮称）

(１) 制定内容＝豊島区児童福祉審議会の組織及び運営につ

いて必要な事項を定めるため。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、児童福祉審議会

に関する事務が東京都から移管されるため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

(４) 附則で次に掲げる条例の一部を改正する。

① 豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する

条例

ア 改正内容＝別表に豊島区児童福祉審議会委員の項を

加える。

イ 改正理由＝委員の報酬を定めるため。

ウ 施行期日＝令和５年２月１日

② 豊島区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関す

る条例

ア 改正内容＝第４条の規定により意見を聴く相手を、

「児童の保護者その他児童福祉に係る当

事者」から「豊島区児童福祉審議会」に

改める。

イ 改正理由＝当該審議会の設置に伴い、所要の改正を

行うため。

ウ 施行期日＝令和５年２月１日

③ 豊島区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準

に関する条例

ア 改正内容＝第３条の規定により意見を聴く相手を、

「児童の保護者その他児童福祉に係る当

事者」から「豊島区児童福祉審議会」に

改める。

イ 改正理由＝当該審議会の設置に伴い、所要の改正を

行うため。

ウ 施行期日＝令和５年２月１日
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１４ 豊島区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

（仮称）

(１) 制定内容＝児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、児童福祉施設に

関する事務が東京都から移管されるため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

１５ 豊島区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設

備及び運営の基準に関する条例（仮称）

(１) 制定内容＝幼保連携型認定こども園の学級の編制、職

員、設備及び運営の基準を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、幼保連携型認定

こども園に関する事務が東京都から移管さ

れるため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

１６ 豊島区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認

定の要件に関する条例（仮称）

(１) 制定内容＝幼保連携型認定こども園以外の認定こども

園の認定の要件を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園に関する事務

が東京都から移管されるため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日
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１７ 豊島区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例（仮称）

(１) 制定内容＝指定障害児通所支援の事業等の人員、設備

及び運営の基準を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、指定障害児通所

支援の事業等に関する事務が東京都から移

管されるため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

１８ 豊島区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例（仮称）

(１) 制定内容＝指定障害児入所施設の人員、設備及び運営

の基準を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、指定障害児入所

施設に関する事務が東京都から移管される

ため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

１９ 豊島区小児慢性特定疾病審査会条例（仮称）

(１) 制定内容＝豊島区小児慢性特定疾病審査会の組織及び

運営について必要な事項を定める。

(２) 制定理由＝児童相談所の設置に伴い、小児慢性特定疾

病審査会に関する事務が東京都から移管さ

れるため。

(３) 施行期日＝令和５年２月１日

(４) 附則で豊島区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する。

① 改正内容＝別表に豊島区小児慢性特定疾病審査会委員

の項を加える。

② 改正理由＝委員の報酬を定めるため。

③ 施行期日＝令和５年２月１日
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２０ 児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について

(１) 協議内容＝児童相談所の設置に伴い、区が行うことと

なる児童自立支援施設に係る事務を東京都

に委託するに当たり、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の１５に規

定する事項を規約に定める。

(２) 協議理由＝当該規約は、豊島区及び東京都の協議によ

り定める必要があるため。

(３) 規約の施行期日＝令和５年２月１日

(４) 議決理由＝地方自治法第２５２条の１４第３項におい

て準用する同法第２５２条の２の２第３項

本文の規定に基づき、当該規約を定めるた

めに必要とされる協議について、豊島区及

び東京都の議会の議決が必要となるため。
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２１ 区民ひろば朋有複合施設全面改修工事請負契約について

(１) 契約の目的＝区民ひろば朋有複合施設全面改修工事請

負契約

(２) 契約の方法＝条件付一般競争入札

(３) 契約金額＝３６４，８６６，４８０円

(４) 工 期＝契約確定日の翌日から令和５年１２月１５

日まで

(５) 契約の相手方＝東京都豊島区南大塚二丁目１８番２５号

株式会社歌工務店

代表取締役 歌 芳明

２２ 高南小学校別棟（高南保育園仮園舎）新築工事請負契約

について

(１) 契約の目的＝高南小学校別棟（高南保育園仮園舎）新

築工事請負契約

(２) 契約の方法＝条件付一般競争入札

(３) 契約金額＝５４３，８６９，０４０円

(４) 工 期＝契約確定日の翌日から令和５年１０月３１

日まで

(５) 契約の相手方＝東京都豊島区南大塚二丁目２番１４号

株式会社小松原工務店

代表取締役社長 小松原 芳彦
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２３ 巣鴨地蔵通り景観道路工事（Ⅰ工区）請負契約について

(１) 契約の目的＝巣鴨地蔵通り景観道路工事（Ⅰ工区）請

負契約

(２) 契約の方法＝条件付一般競争入札

(３) 契約金額＝４１７，２３０，０００円

(４) 工 期＝契約確定日の翌日から令和６年３月１５日

まで

(５) 契約の相手方＝東京都豊島区南池袋一丁目２５番９号

今井ビル

一ノ谷建設株式会社

代表取締役 草野 博明

２４ 豊島区有通路の廃止について

(１) 廃止路線

① 路線名＝１６－３１

② 起終点＝豊島区長崎六丁目２９番１６先

豊島区長崎六丁目２９番１８先

(２) 廃止理由＝一般交通の用に供する必要がなくなったた

め。

２５ 令和４年度豊島区一般会計補正予算（第５号）※中間議決

２６ 令和４年度豊島区一般会計補正予算（第６号）

２７ 令和４年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算（第

１号）

２８ 令和４年度豊島区介護保険事業会計補正予算（第１号）


